
令和３（ 2 0 2 1 ）年度～令和５（ 2 0 2 3 ）年度

［ 概要版］

（ 第６ 次北杜市老人福祉計画・ 介護保険事業計画）

第６ 次

ほく と ゆう ゆう ふれあい計画

　 介護保険制度が創設さ れて20年目を迎える中、市の65歳以上の高齢者人

口は令和22（ 2040）年にピークを迎え介護需要が増大する一方で、社会を支

える生産年齢人口が大きく 減少することが見込まれています。

　 こうし た介護需要や将来の人口構造の変化を踏まえながら、介護が必要な

状態となっても住み慣れた地域で暮らし 続けることができるよう 、医療・ 介護・

予防・ 住まい・ 生活支援が包括的に確保さ れる地域包括ケアシステムの構築

に取り 組むととも に、介護予防事業を着実に推進していく ほか、認知症施策、

高齢者向け住まいの確保、介護サービス基盤の整備、介護人材の確保や介護

の業務効率化を計画的に推進するため、『 第６ 次ほく と ゆう ゆう ふれあい計

画』を策定します。

　 介護保険制度は、介護保険事業が適正かつ安定して運営さ れ、市民が介護サービスを 利用できるよう 、負担

能力に応じ た仕組みと なっています。第６ 次計画では保険料の上昇を抑制するため、基金から１ 億6,719万円を

取り崩し 、254円程度引き下げ、基準月額保険料を4,600円とし ます。

　 高齢者の在宅での生活を 支援するため、要介護認定を 受けていない被保険者について、住宅改修並びに福

祉用具の購入費用の一部を助成する制度です。

計画策定の趣旨

　 介護保険事業計画は、３ 年を１ 期とする計画が義務づけられており、本計画期間は令和３（ 2021）年度を初年度として

令和５（ 2023）年度までの３ 年間の計画となります。

計画の期間
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北杜市の高齢化率と 生産年齢人口割合の推計

第６ 次ほくと ゆう ゆう ふれあい計画と は？

・ 65歳以上の方で在宅生活をしている方又はする予定の方

・ 現在、要介護認定又は要支援認定を受けていない方

・ 入浴動作確認表に該当する方（ 在宅の場合）

・ 主治医・ リ ハビリ 職が必要と 認めた方（ 入院中の場合）

・ 過去に介護保険法による住宅改修・ 福祉用具購入の助成を受けていない世帯の方

  （ 過去に受けていても 、別の箇所の改修や別の品目の購入は対象とし ます。）

・ 住宅改修は現地確認後に購入・ 着工していただきます。

対象者

助成基準・ 助成金額

市独自・ 高齢者在宅生活支援助成制度について

介護保険料について

第 1 段 階

生活保護を受給し ている 人

老齢福祉年金受給の方で本人及び世帯全員が市民税非課税の人

本人及び世帯全員市民税非課税で、 本人の合計所得金額と 課税対象年

金収入額の合計が80万円以下の人

1 6 ,5 6 0 円
5 5 ,2 0 0 円 × 0 .3 0

（ 軽減強化）

第 2 段 階
本人及び世帯全員が市民税非課税で、 本人の合計所得金額と 課税対象

年金収入額の合計が80万を超え120万円以下の人
2 7 ,6 0 0 円

5 5 ,2 0 0 円 × 0 .5 0

（ 軽減強化）

第 3 段 階
本人及び世帯全員が市民税非課税で、 本人の合計所得金額と 課税年金

収入額の合計が120万円を超える 人
3 8 ,6 4 0 円

5 5 ,2 0 0 円 × 0 .7 0

（ 軽減強化）

第 4 段 階
本人が市民税非課税で、 本人の合計所得金額と 課税年金収入額の合計

額が 80万円以下でかつ世帯に市民税課税者がいる 人
4 9 ,6 8 0 円 5 5 ,2 0 0 円 × 0 .9 0

第 5 段 階
本人が市民税非課税で、 本人の合計所得金額と 課税年金収入額の合計

額が 80万円を超えかつ世帯に市民税課税者がいる 人
5 5 ,2 0 0 円 基 準 額

第 6 段 階 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 6 6 ,2 4 0 円 5 5 ,2 0 0 円 × 1 .2 0

第 7 段 階 本人が市民税課税で合計所得金額が120万以上210万円未満の人 7 1 ,7 6 0 円 5 5 ,2 0 0 円 × 1 .3 0

第 8 段 階 本人が市民税課税で合計所得金額が210万以上320万円未満の人 8 2 ,8 0 0 円 5 5 ,2 0 0 円 × 1 .5 0

第 9 段 階 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上の人 9 3 ,8 4 0 円 5 5 ,2 0 0 円 × 1 .7 0

住み慣れた地域で自分らしく 安心し て暮ら せるまち づく り

～ め ざ そう  生涯現役で 支え合う まち  北杜 ～

　 第６ 次ほく と ゆう ゆう ふれあい計画では、「 住み慣れた地域で自分らしく 安心して暮らせるまちづくり」を基本理念としていま

す。「 人生100年時代」と いわれる現代において、

●地域の実情に応じ た地域包括ケアシステムを目指すこと

●地域全体で高齢者を支えていく 体制づくりを目指すこと

●心身が充実した状態で豊かな生活を送るための介護予防・ 健康づくりに取り組むこと

　 をビジョ ンに掲げ、「 めざそう 　 生涯現役で支え合う まち　 北杜」をサブフレ ーズに、健康で、支え合いながら、安心して暮らせ

る地域づくりを住民・ ボランティ ア団体・ サービス提供事業者等の地域の多様な活動組織と 行政が協力して取り 組んでいく こと

を目指します。

負担割合保険料（ 年額）対象者所得段階区分

まずは

地域包括

支援センタ ーに

ご相談ください！

❶住宅改修　（ 対象住宅は申請者の住民票の住所です。屋外でも敷地内であれば対象です。

　                        ただし 、新増築、改修又は改築工事に伴う ものは対象外です。）

　・ 手すりの設置、段差解消、床材変更、ト イレの洋式化など

❷福祉用具購入　

　・ 入浴補助具、補高便座、ステップ台など

❸助成金額　

　・ 合計費用の10万円を上限に、対象者やその世帯の所得に応じて助成額が変わります。

　・ 利用者負担額は１ ～３ 割となります。

　・ 材料を購入し、利用者又はその家族が工事し設置した場合は、その材料購入費のみを対象とします。
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0 5 5 1 -4 2-1 3 3 3

0 5 5 1 -4 2-1 1 2 5

0 5 5 1 -4 2-1 3 3 6

0 5 5 1 -4 7-3 7 7 8

:

:

:

:



よりよい介護サービスの提供・ 利用

新型コロナウイルス感染症に配慮し た取組

3

4

これから高齢化が一層進む中で、各制

度の支援メ ニューを 活用して、地域住

民の複雑化・ 複合化し た支援ニーズに

対応する市の包括的な支援体制の構

築を目指していきます。

いつまで も 元気であるため

に、介護予防に取り組みます。

から だを 動かすこと やボラ

ンティア活動を通じ 、生きが

いを感じて生活できる環境

を整えます。

必要な介護サービスが利用で

き、在宅医療に対応。急性期は、

円滑に専門医に紹介します。

1 生涯現役で活躍できる社会づくり

第６ 次ほく と ゆう ゆう ふれあい計画　 施策の展開
「 住み慣れた地域で自分らしく 安心して暮らせるまちづくり～ めざそう  生涯現役で支え合うまち 北杜 ～」の実現をめざし 取り組みます。

※地域共生社会： 子供・ 高齢者・ 障がい者など全ての人々が地域、暮らし 、生きがいを共に創り、高め合うこと ができる社会

元気高齢者　 　 フレイル・ 要支援　  　 要介護➡ ➡

1
1 最期まで自分らしく 暮らし 続けられる地域づくり
2

●保険者機能の強化（ 地域保険としての地域のつながり機能・ マネジメ ント 機能の強化）

PDCAプロセスの推進

【 包括的ケアマネジメ ント 】

【 地域ケア会議】 保険者機能強化推進交付金・ 介護保険保険者努力
支援交付金による財源の確保

介護人材の確保 介護現場の革新

データの利活用と介護給付適正化の推進

介護が必要になっても 、認

知症になっても 安心して生

活できる地域包括ケアシス

テムを構築します。

家庭的な環境と地域住民

と の交流のもとで日常生

活を送る小規模多機能型

居宅介護を整備します。
認知症予防、早期発見・ 早期

対応で、地域で 生活できるつ

ながりを目指します。

介護事業所の質の向上と介護職員の

モチベーショ ンの向上を図り、介護の

魅力について情報発信します。

入退院時の
情報連携

通いの場
ふれあい広場

認知症カフェ
（ 共生）

趣味・ サークル
公民館活動

筋力元気あっぷ・
体操教室等

●持続可能な制度の構築・ 介護現場の革新

基本目標1

基本目標2

基本目標1 基本目標2

基本目標3

介護サービス基盤、
高齢者向け住まいの確保

医療と介護の連携

基本目標1

基本目標2

地域ケア会議の開催基本目標3

地域包括支援センター
の機能強化

地域づくり（ 地域生活を
支える基盤の整備）

基本目標4 認知症予防と早期発見体制の強化基本目標1

認知症家族介護者への支援基本目標2

認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進基本目標3基本目標5

●地域包括ケアシステムの推進（ 多様なニーズに対応した介護の提供・ 整備） ●認知症「 共生」と「 予防」の推進

●安心・ 安全な暮らしの確保

介護予防・ 健康づくりの推進（ 一般介護予防事業等の推進）

地域のつながり機能の強化（ 介護予防・ 日常生活支援総合事業の推進）

基本目標1

基本目標2

質の高いケアマネジメ ント の実現基本目標3

●介護予防・ 健康づくりの推進（ 健康寿命の延伸）

●生きがいづくりと社会参加の促進

悩みや困りごと等

お気軽にご相談く ださい！

支え・ 支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ
　 社会の醸成～

地域共生社会の実現 地域包括支援センター

・ 地域資源のネット ワーク化

・ 地域課題の把握→政策化

・ 総合相談　・ 権利擁護

・ 介護予防ケアマネジメ ント

【 保健師】　介護予防のお手伝い

【 社会福祉士】　みなさ まの権利を守る

【 主任介護支援専門員】

地域のネット ワークづくり

生きがいづくりと
社会参加の促進

介護予防・ 健康づくりの
推進（ 健康寿命の延伸）

地域支え合いの推進

介護予防 自立支援 重度化予防
生活支援サービス 地域住民の参加 高齢者の社会参加

生活支援の担い手

生活支援コ ーディ ネータ ー

（ 地域支え合い推進員）

見守り・ 外出支援

家事支援等

一般就労・ 地域活動

ボランティア活動等

地域包括
ケアシステムの推進

認知症「 共生」と
「 予防」の推進

安心・ 安全な暮らし
の確保

持続可能な制度の構築・
介護現場の革新

保険者機能の強化

かかりつけ医 看護師

介護職員 薬剤師

歯科医師
歯科衛生士

作業療法士
理学療法士等

栄養士

高齢者とその家族の
相談窓口　


